
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年５月 

福岡市こども未来局こども健やか部こども健やか課 
 

福岡市産後ケア事業業務委託 

事業者募集要項（令和７年度契約） 



1 

１ 趣旨 

福岡市では、育児支援を必要とする母子を対象に、心身のケアや育児サポート等を行い、安

心して子育てができる支援体制を確保することを目的として、産後ケア事業を実施していま

す。 

令和７年度の受託事業者（宿泊型及び日帰り型）を、下記のとおり追加募集します。 

 

２ 募集の概要 

(1) 事業の名称 

福岡市産後ケア事業  

(2) 実施区域 

福岡市及び福岡市の隣接市町村 

(3) 募集スケジュール 

当面の間（令和７年 12月までを予定）、随時募集を行います。 

※応募状況等を踏まえ、予定よりも早く募集を終了する場合があります。 

(4) 事業の実施方法 

福岡市と実施事業者で委託契約を締結して実施します。 

(5) 事業の実施期間（契約期間） 

契約締結日～令和８年３月 31日 

※審査の結果、受託事業者として決定した後、個別に契約締結日を決定します。 

 

３ 事業の内容 

産後ケア事業は、母子を対象に宿泊（宿泊型）又は日帰り（日帰り型）での施設利用により、

次に掲げる母体の心身の回復及び母体のケア並びに乳児のケア、今後の育児に資する指導等を

実施するものです。 

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導 

(2) 乳房手当、乳房トラブルに関する相談 

(3) 授乳方法 

(4) 離乳食に関する相談 

(5) 沐浴方法 

(6) 発育・発達に関すること 

(7) 体重・排泄の観察 

(8) スキンケアに関する相談 

(9) 母の不安等に関する相談 

(10)在宅での子育てに関する相談及び指導 

(11)その他必要とする保健指導 

※ 事業の詳細は、別紙「福岡市産後ケア事業業務委託仕様書」をご参照ください。 

 

４ 事業の対象者 

(1) 福岡市内に住民登録を有する生後１年未満（生後１年になる日の前日まで）の乳児及び 

その母親であって、産後ケア（心身のケアや育児のサポート等）を必要とする者とする。
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ただし、母子ともに医療行為が必要でない方に限ります。なお、子が入院中であるなどや

むを得ない場合は、母親のみの利用も可能とします。 

(2) 流産や死産後１年未満である女性についても利用対象者とします。ただし、その者が妊

婦である場合は除きます。 

(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、安定的な養育が困難な母子など、保健福祉センター所長

が必要と認める場合（以下「特例世帯」という）は利用対象者とします。 

 

５ 費用について 

(1) 委託料 

   福岡市は、表１の利用料から表２の利用者負担額を控除した額及び別表３の施設加算を

委託事業者に支払います。  

 

（表１）利用料 

種 別 利用料 

宿泊型 １日につき 30,000円 

日帰り型 １日につき 20,000円 

※ 多胎児（２人目以降）については、１人につき上記の半額を加算するものとします 

※ 宿泊型において、複数の施設を連続して利用する場合、重複する日（前に利用した施設に

おける最終日、また、後に利用した施設における初日）については、１日分の委託料を各施

設に支払うものとします。 

 

（表２）利用者負担額 

種 別 世帯区分 利用者負担額 

宿泊型 

市町村民税課税世帯 １日につき 3,000円 

生活保護世帯及び 

市町村民税非課税世帯 
１日につき   0円 

特例世帯 １日につき   0円 

日帰り型 

市町村民税課税世帯 １日につき 2,000円 

生活保護世帯及び 

市町村民税非課税世帯 
１日につき   0円 

特例世帯 １日につき   0円 

※ 生活保護世帯とは、この事業を利用する日における生活保護法（昭和 25 年法第 144 号）の

規定による被保護世帯とします。 

※ 多胎児（２人目以降）について、利用者負担額の加算は行わないものとする。 

※ 宿泊型において、複数の施設を連続して利用する場合、重複する日（前に利用した施設に

おける最終日、また、後に利用した施設における初日）は、利用者は、１日分の利用者負担

額を各施設に支払うものとします。 
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（別表３）施設加算  

種 別 利用形態 加算額 

(1)兄姉または生後４か月

以降の児の受け入れ 

宿泊型 １日につき 5,000円 １施設あたりの上限 

月額 170,000円 日帰り型 １日につき 2,500円 

(2)助産師等の常時２人以

上配置 ※上記(1)を実施

する場合に限る 

宿泊型 
１日につき 7,000円／施設 

（各月の暦日数分が上限） 

※ (1)については、宿泊型または日帰り型の実施において、兄姉または生後４か月以降の

児の受け入れ体制を整備したうえで、実際にその受け入れを行った場合、該当する世帯の

延べ利用日数に応じて、委託料の加算（宿泊型・日帰り型を合わせて、１施設あたりの上

限は月額 170,000円）を行います。 

※ (2)については、宿泊型の実施において、(1)の兄姉または生後４か月以降の児の受け入

れを行うにあたり、助産師等を常時２名以上配置した場合、受け入れを行った日数（各月

の暦日数が上限）に応じて、委託料の加算を行います。 

(2) キャンセル料 

   利用希望者の都合によりサービスの提供ができなかった場合のキャンセル料については、

表２に定める市町村民税課税世帯の 1日分の額を上限として委託事業者が定め、徴収する

ことができます。ただし、利用開始日の前々日の 17時までに連絡があった場合や、災害等

の事由により、やむを得ず連絡ができなかった場合は徴収できません。 

   ただし、災害等の事由により、やむを得ず連絡ができなかった場合については、前述の

委託事業者が定めた額を市長が委託事業者に支払います。 

 

６ 事業者の要件 

 (1) 市内医療機関等の場合 

   次の①～⑫の要件の全てを満たす必要があります。 

① 実施主体は、医療法（昭和 23年法律第 205号）に定める病院、診療所若しくは助産所

（以下「医療機関等」という。）を運営する者又はその団体であること。 

② 事業の実施場所は福岡市内に設置された医療機関等その他市長が本事業の運営に支障が

ないと認める施設とする。 

③ 宿泊型を実施する場合は、入所室（病室又は妊婦、産婦若しくは褥婦を入所させる室）

を有すること。日帰り型のみを実施する場合は、居室が確保されていること。 

④ 入所室、居室の床面積は母子１組当たり 6.3㎡以上であること。ただし、１室に母子２

組以上を入所させる場合は、１組につき 4.3㎡以上であること。 

⑤ 助産師、保健師又は看護師（以下、「助産師等」という）を母子３組につき 1名以上配

置することとし、日中は助産師を１名以上配置すること。また、宿泊型を実施する場合は

助産師等を 24時間常駐とすること。 

⑥ 産後ケア事業に関する知識及び技術を有し、類似の業務について実績が１年以上あるこ

と、又は分娩を取り扱っていること。 

⑦ 宿泊型を実施する場合は、入浴ができる設備を有すること。日帰り型のみを実施する場

合は、入浴ができる設備又は母子の身体の清潔保持ができる環境を整えること。 
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⑧ 本事業を安全・快適に実施できる施設・設備（防火設備や避難経路、適当な換気・採

光・照明・防湿及び排水設備など）を備えていること。 

⑨ 利用者に対する食事の提供ができること。 

⑩ 「３ 事業の内容」に定めるサービス内容を提供できること。 

⑪ 福岡市と適切な連携・調整を行うことができること。 

⑫ 助産所については、利用者の体調不良など、緊急時に利用者を受け入れてもらう協力医

療機関を確保できること。 

 (2) 市外医療機関等の場合 

   上記(1)③～⑫に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。 

① 福岡県内における本市の隣接市町村（大野城市、春日市、糸島市、那珂川市、糟屋郡

宇美町、粕屋町、志免町、新宮町、久山町）に所在する医療機関等その他市長が本事業

の運営に支障がないと認める施設であること。 

② 施設が所在する市町村から、産後ケア事業の受託実績があること。 

③ 本市の産婦健診において、利用実績があり、福岡市民の利用が見込まれること。 

(3) 医療機関等以外の場所での実施 

本事業の委託事業者が、医療機関等以外の施設で本事業の宿泊型又は日帰り型を実施す

る場合は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。 

① 実施場所 

ア 本事業の実施場所が他と区切られていること。なお、本事業の実施に支障がない範

囲で、トイレや入浴施設を他と共用とすることは妨げない。 

イ 上記(1)①～⑫の要件を全て満たすこと。ただし、上記(1)④に定める床面積につい

ては参照基準とし、安全かつ快適にサービスが実施できる床面積を確保すること。 

ウ 実施場所は禁酒禁煙であること。また、同じ建物内や敷地内に喫煙場所がある場合

は、喫煙場所から十分な距離を確保するなど、利用者が快適にサービスを受けられる

よう配慮すること。 

② サービスを行う時間 

ア 宿泊型のサービスを行う時間は、１泊につき合計で 24 時間とし、入所及び退所の

時刻については、各施設の状況に応じて委託事業者が決定することとする。 

イ 日帰り型のサービスを行う時間は、合計で６時間とし、入所及び退所の時刻につい

ては、各施設の状況に応じて委託事業者が決定する こととする。 

③ その他 

ア 委託事業者は、病院・診療所または助産所において、本事業または類似の業務（母

子を対象とした産後における心身のケア等）を１年以上実施した実績があること。 

イ 利用者の急変等、緊急時に受け入れてもらう協力医療機関や、保健医療面での助言

が随時受けられるよう相談できる医師を確保すること。 

ウ 施設の設置及び運営にあたっては、関係法令等を遵守するとともに、実施施設内の

衛生管理に努めること。 
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７ 応募方法 

(1) 応募書類の配付 

① 配付場所 「９ 問合せ先」に同じ。 

② 配付時間 市役所開庁日の午前９時半～午後５時まで 

※ 来庁の際は、事前に担当課「９ 問合せ先」までご連絡ください。 

※ 応募書類は福岡市ホームページ（URL：http://www.city.fukuoka.lg.jp/）からも 

ダウンロード可能です。 

(2) 応募書類の提出 

① 提出方法 応募書類を郵送又は持参してください。 

※ 持参する場合は、事前に担当課「９ 問合せ先」までご連絡のうえ、市役所開庁日の  

午前９時半から午後５時までに持参してください。 

② 提出先 「９ 問合せ先」に同じ。 

(3) 応募書類 

① 福岡市産後ケア事業者登録申込書（様式１） 

② 福岡市産後ケア事業実施計画書（様式２） 

③ 事業者の概要（様式３） 

④ 役員名簿（様式４） 

⑤ 実施施設（入所室・居室）の図面 
⑥ 医療法における病院、診療所、助産所の届出等の写し 

(4) 応募上の注意事項 

① 応募書類は２部（原本 1部、写し 1部）提出してください。 

② 役員名簿については、福岡市暴力団排除条例に基づき、福岡市の事務事業から暴力団を   

排除するために、警察への照会、確認を行うことに使用します。 

③ 応募に要する経費は、すべて応募者の負担となります。 

  ④ 提出された書類については、返却しません。  

  ⑤ 応募書類を提出した後に辞退する際には、辞退届を提出してください。 

(5) 応募資格 

  次の項目に掲げる資格を有する者とします。 

 ① 地方自治法施行令 167条の 4に該当する者ではないこと。 

 ② この募集要項の応募期間において、福岡市から福岡市競争入札参加停止等措置要領（以

下「措置要領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている期

間がある者でないこと。 

      ※ 措置要領が掲示されているホームページアドレス 

http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html 

③ この募集要項の応募期間において、措置要領別表１、第２及び第３の各号に規定する措

置要件に該当しない者であること。 

④ 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定が  

なされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再生手続

きの申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定

を受けた者を除く。）、破産法に基づく破産手続き開始の申立てがなされている者又は会
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社法に基づく特別清算開始の申し立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分

を受けている者其の他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑤ 市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

⑥ 宗教活動や政治活動を主な活動目的としていない者であること。 

⑦ 役員等（事業者が法人である場合はその法人の役員又はその支店若しくは営業所（常時

契約を締結する事務所をいう。）を代表する者を、事業者が個人である場合はその者をい

う。）が、福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。）第２条第２号に規

定する暴力団員又は同条第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で

ないこと。 

 

８ 審査及び結果の通知 

応募書類及び実地調査・ヒアリング等により審査を行い、委託事業者を決定します。なお、

審査の結果は応募者に通知します。 

 

９ 問合せ先 

〒810-8620 福岡市中央区天神１-８-１（福岡市役所 13階） 

福岡こども未来局こども健やか部こども健やか課 担当：藤中 

電話：０９２（７１１）４０６５   ＦＡＸ：０９２（７３３）５５３４ 

E-mail：k-sukoyaka.CB@city.fukuoka.lg.jp 
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